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Ⅰ ．滋賀県の下水道事業の概要

１．本県の下水道の沿革

本県は、肥沃な近江盆地が広がり、琵琶湖が古代より人々の暮らしを支え、今日では淡海文化と呼ばれる独
自の文化をはぐくんできました。また、わが国有数の穀倉地帯を形成し、近くに京阪神の大消費地を控えると
いう立地条件にも恵まれて、古くから農業を主たる産業として栄えてきました。このため、し尿は肥料として
利用され、便所の水洗化に対する関心は低く、これが本県の下水道の普及を遅らせる大きな原因となっていま
した。
ようやく昭和37年になって、旧大津市が市の中央部において単独公共下水道事業に着手し、昭和44年に供用
を開始したのが本県における下水道事業の第一歩です。
一方、昭和30年代の後半からの高度経済成長に伴い、産業活動が活発化し、都市化が進展することによっ
て、琵琶湖の水質悪化の傾向が現れ、昭和40年代に入ると水質悪化はさらに顕著になりました。
そこで県では、琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、県民の快適な居住環境を実現するための
有効な手段として下水道を位置づけ、昭和45年に旧建設省が作成した「琵琶湖周辺下水道基本計画策定のため
の調査報告書」を基にして、昭和46年度に「琵琶湖周辺流域下水道基本計画」を策定しました。これに基づい
て、閉鎖性水域である琵琶湖の水質保全、とくに富栄養化防止の観点から、「湖南中部」「湖西」「東北部」
「高島」の4処理区からなる琵琶湖流域下水道および流域関連公共下水道と、大津市では単独公共下水道を主
体とした下水道整備を進めてきました。現在では、県内に計画されたすべての処理場（9箇所）が供用してい
ます。
汚水処理の方法としては、県内のいずれの処理場とも琵琶湖の富栄養化防止のために高度処理を導入し、通
常の有機物除去を中心とした処理に加えて窒素、りんの除去を行っているのが大きな特徴です。また、窒素、
りん、CODの負荷を更に削減するために、平成19年度から超高度処理について検討してきました。窒素の超高
度処理については、平成13年度以降の新規増設および改築更新分から、処理方法を凝集剤添加ステップ流入式
多段硝化脱窒法により整備しています。
一方、下水処理に伴って発生する汚泥については、減量化および資源化を推進することとしており、湖南中
部、湖西および東北部浄化センターで焼却溶融方式を導入して生成する溶融スラグの有効活用を進めてきまし
た。しかし、溶融方式は汚泥の確実なリサイクルを行うことができる反面、大量の化石燃料を使用し、処理費
用も高いため、この方式からの転換について検討してきました。平成20年度から平成21年度にかけて学識者で
構成する「琵琶湖流域下水道汚泥処理方式検討委員会」を設置して検討した結果、湖南中部浄化センター2号
炉の更新施設としては焼却方式が、湖西浄化センター1号炉の更新施設としては燃料化方式が選定され、湖南
中部浄化センター2号炉更新工事については平成22年度に着工したところです。
また、市街地排水浄化対策事業として、市街地から初期雨水とともに流出する汚濁負荷（ノンポイント汚濁
負荷）を除去する施設の整備を行っています。草津市の山寺川流域において、約80haを対象とした施設整備を
行い、平成15年9月に供用しました。この施設は、市街地排水を貯留・沈殿処理するだけでなく、上澄み水を
微生物や植物により浄化する全国でも初めての施設です。
同様に、守山栗東雨水幹線事業においても、市街地排水浄化対策を行う計画として、平成20年4月に国の
「新世代下水道支援事業制度」水循環創造事業に認定され、平成21年6月に一部供用開始しています。
県全体の下水道普及率については、平成22年度末で85.8％、全国第7位となっており、昭和57年度の湖南中部
処理区供用開始からの29年間で大きく上昇しました。琵琶湖の総合保全整備計画である「マザーレイク21計
画」の第1期計画では、平成22年度目標を85％としており、目標を達成したところです。


